
千葉海上保安部交通課の連絡事項

令和４年7月15日

○ 令和４年度海上標識の交換予定

○ 航路標識への損傷等に対する工事施工命令・
原因者負担金制度について



○工事施工命令・原因者負担金制度について

走錨や不注意等による船舶の接触事故により
海上保安庁が管理する航路標識を損傷

原因者の異議等により
交渉が難航し復旧まで
に時間を要することも

民法の不法行為として
原因者に賠償請求

工事施工命令・原因者負担金制度

今までは・・・

原因者に対して標識復旧に
関する工事の施工命令

原因者に対して当庁で実施
した費用負担

協議
合意

協議
決裂

負担の衡平性の確保と迅速かつ
確実な標識の復旧が可能とした

令和３年１１月１日より施行



千葉港第十一号灯浮標船舶接触状況（令和4年6月6日発生）

灯浮標損傷状況

太陽電池パネル損傷状況

浮体部損傷状況

損傷前



過去５年（平成29年度～令和３年度）における被害件数
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○令和４年度海上標識の交換予定

○交換予定時期
令和５年１～３月頃

○千葉港地区（５基）
千葉港第十一号灯浮標
千葉港第十二号灯浮標
千葉港第十四号灯浮標
千葉市原航路第六号灯浮標
千葉港千種第三号灯浮標

○木更津港地区（３基）
木更津港富津第五号灯浮標
木更津港富津第六号灯浮標
木更津港内第一号灯浮標




